
国会事故調 提言 

 

提言１ 規制当局に対する国会の監視                  

国民の健康と安全を守るために、規制当局を監視する目的で、国会に原子力に係る問題に

関する常設の委員会等を設置する。 

提言２ 政府の危機管理体制の見直し                 

緊急時の政府、自治体、及び事業者の役割と責任を明らかにすることを含め、政府の危機

管理体制に関係する制度についての抜本的な見直しを行う。 

提言３ 被災住民に対する政府の対応                 

被災地の環境を長期的・継続的にモニターしながら、住民の健康と安全を守り、生活基盤を

回復するため、政府の責任において以下の対応を早急にとる必要がある。（「ダイジェスト版」

P.2 をご参照ください） 

提言４ 電気事業者の監視                        

東電は、電気事業者として経産省との密接な関係を基に、電事連を介して、保安院等の規

制当局の意思決定過程に干渉してきた。国会は、提言 1 に示した規制機関の監視・監督に

加えて、事業者が規制当局に不当な圧力をかけることの内容に厳しく監視する必要がある。 

提言５ 新しい規制組織の要件                     

規制組織は、今回の事故を契機に、国民の健康と安全を最優先とし、常に安全の向上に向

けて自ら変革を続けていく組織になるよう抜本的な転換を図る。新たな規制組織は以下の

要件を満たすものとする。（「ダイジェスト版」P.3 をご参照ください） 

提言６ 原子力法規制の見直し                     

原子力法規制については、以下を含め、抜本的に見直す必要がある。（「ダイジェスト版」P.3

をご参照ください） 

提言７ 独立調査委員会の活用                     

未解明部分の事故原因の究明、事故の収束に向けたプロセス、被害の拡大防止、本報告

で今回は扱わなかった廃炉の道筋や、使用済み核燃料問題等、国民生活に重大な影響の

あるテーマについて調査審議するために、国会に、原子力事業者及び行政機関から独立し

た、民間中心の専門家からなる第三者機関として（原子力臨時調査委員会＜仮称＞）を設

置する。また国会がこのような独立した調査委員会を課題別に立ち上げられる仕組みとし、

これまでの発想に拘泥せず、引き続き調査、検討を行う。 
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